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答 申 

１ 審査会の結論 

令和５年８月２８日付けで審査請求人が津市教育委員会（以下「実施機関」

という。）に対して行った保有個人情報開示請求（以下「本件開示請求」と 

いう。）につき、実施機関が同年９月４日付けで行った保有個人情報不開示 

決定（以下「本件処分」という。）は、妥当である。 

２ 審査請求に至る経緯 

 ⑴ 審査請求人は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

第７７条第１項の規定により、実施機関に対し、令和５年８月２８日付け 

で、次のとおり本件開示請求を行った。 

〇令和５年３月３日付け、私が提出した津市教育会教育長宛「三重県教

育委員会への相談内容及び事象確認について」（１．教育長の問題行動に

ついて ２．三重県教育委員会への相談に係る資料提供について ３．教

育長の問題行動に係る今後の当クラブへの対応について及び関係者の指導

責任についての認識について示されたい。 ４．今事案の地域住民、学校

関係者、保護者会会員、運営関係者等への説明責任についての認識を示さ

れたい。 ５．令和５年１月１６日の「１月行政相談・市政相談」にて相

談の事案についての教育委員会事務局次長の対応について適切であったか

否か認識を示されたい。 ６．教育委員会と当クラブとの関係改善に係る

問題点、課題についての認識を示されたい）の回答に係る決裁の流れの写

し。  

⑵ 実施機関は、本件開示請求に対し、令和５年９月４日付けで、開示しな

い理由を公文書として作成及び取得していないため不存在として、本件処

分を行った。 

 ⑶ 審査請求人は、令和５年１１月２２日付けで、行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）の規定により審査請求を行った。 

３ 審査請求の趣旨 

令和５年１１月２２日付け審査請求書の「４ 審査請求の趣旨」において、

「三重県教育委員会への相談内容及び事象確認について」の回答の内容を確

認する為との記載があり、公文書として作成及び取得していないため不存在

として不開示とした本件処分の取消しを求めているものと解される。 



４ 実施機関の弁明 

審査請求人が本件開示請求に係る請求した文書は、令和５年３月３日に審

査請求人が津市教育委員会教育長に対して電子メールで送付した「三重県教 

育委員会への相談内容及び事象確認について」（以下「本件文書」という。）

に対する回答に係る起案文書（決裁の一部）と思料されるところ、本件文書 

の主題である平成３０年以来の〇〇放課後児童クラブに対する対応に係る問 

題については、実施機関の考え方、認識を既に何度も説明しているため、改 

めて文書等による回答は行わない旨をそれ以前の協議の際及び令和５年２月 

２４日の電子メール（以下「本件メール」という。）で伝えていることに加

え、回答することにより、審査請求人と実施機関の間の課題の解決、協議の

進展に資するものと判断できる内容ではなかったことから、回答の必要はな

いと判断したものである。 

これらの理由から、本件文書に対する回答は行っておらず、したがって、

本件文書に対する回答に係る決裁手続も存在せず、当該決裁文書については

作成及び取得していないことを理由として、本件処分を行ったものである。 

５ 審査請求人の意見書における主張要旨 

  決定及び弁明理由について承認しない。 

実施機関の決定及び弁明において、公文書として作成及び取得していない

ため不存在としているが、実態が歪曲され正しく記述されておらず、公文書

の定義について明確に説明できない結果の記述と理解するため、当該文書に

係る決裁文書が不存在であるとは考えられない。 

６ 審査会の判断 

本件審査請求において、審査請求人及び実施機関は、公文書として作成及

び取得していないため不存在として不開示とした本件処分の適否について争 

っている。 

当審査会は、津市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１８年津市条

例第２３号）第８条第１項の規定により、審査請求人から提出された意見書

を見分するとともに、同条例第７条第１項の規定に基づき、実施機関から口

頭による意見陳述を聴した上で、本件処分の妥当性について検討した。 

⑴ 本件の概要 

本件は、令和５年３月３日付けで審査請求人が教育長宛てに電子メール

で提出した本件文書に係る決裁手続の回答に関する文書について、開示請

求を行ったことに起因するものである。 



⑵ 本件保有個人情報 

本件保有個人情報は、令和５年３月３日付けで審査請求人が教育長宛て

に電子メールで提出した本件文書に対する回答に係る決裁手続に関する文

書（以下「本件決裁文書」という。）である。 

⑶ 結論 

本件決裁文書の有無について検討するに、実施機関は本件文書に対する

回答を行っていないところ、その前提として実施機関において回答をしな

いという意思決定を行ったことは明らかである。 

次に実施機関が回答をしないとの意思決定の際に決裁手続を行ったか問

題になるところ、本件文書において回答を求められた事項は、実施機関に

おいて従前に意思決定を行っていたものであって、しかも実施機関が本件

以前から審査請求人に対し同内容を何度も繰り返し伝えていたという経緯

を踏まえれば、実施機関が回答をしないとの意思決定をした際に実際に決

裁手続を行っていないとしても不自然ではない。この点について、実施機

関は、上記経緯に加え、回答することにより審査請求人と実施機関の間の

課題の解決、協議の進展に資するものと判断できなかったことから回答の

必要はないと判断し、回答を行っておらず、決裁手続を行っていないなど

と説明しており、同説明に特段の矛盾等が確認できないことに照らせば、 

実施機関が、回答しないという意思決定に関して決裁手続を行っておらず 、

したがって本件決裁文書は作成されていなかったと認められる。  

よって、「１ 審査会の結論」のとおり答申する。  

 ⑷ 実施機関に対する審査会の意見 

   実施機関は、令和６年３月２９日に、審査請求人に対して、平成３０年

を発端とする事案及びそれに関連する案件に関する実施機関への要望等に

ついては、未回答のものも含め今後の回答を差し控える旨通知し、当該通

知に係る意思決定について決裁がとられているとする。 

   しかしながら、本件において従前に意思決定を行っていたとする事項

（協議の場、電子メール等で本件文書に係る事項について文書等による回

答は行わないこと）について、実施機関内において意思統一はできている

ものの、決裁手続は行われておらず、適正な行政事務がなされていたとは

言い難い。 

 大量の同一案件の回答に関する意思決定について、その都度個別に決裁

手続を行うことが必要とはいえないものの、組織における統一的な意思決



定や情報共有の観点から、当初の意思決定の際にはできる限り決裁手続を

行うことが望ましい旨付記する。 

７ 審査の処理経過 

本諮問案件に係る審査の処理経過は、次のとおりである。 

年  月  日 処 理 内 容 

令和６年３月５日 諮問書の受付 

令和６年５月９日 諮問案件の審議、実施機関からの口頭意見陳述 

令和６年７月４日から 

同年８月１日まで 
諮問案件の審議（書面） 

令和６年８月１４日 答申 
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